
1 

 

   射水市特定教育・保育施設のあり方を検討するための地域部会の設置に 

   ついて 

 

１ 地域部会の設置について 

  「市立保育園・幼稚園の民営化方針」の「施設の統廃合を含めた民営化を検討

する要件」（※１）に該当する場合は、「特定教育・保育施設のあり方を検討する

ための地域部会設置要領」に基づき、当該保育園・幼稚園の今後のあり方につい

て検討するため、地域部会を設置する。 

 

 ※１ 施設の統廃合を含めた民営化を検討する要件 

    市立保育園及び幼稚園の民営化については、集団保育が困難となる場合や

施設の老朽化等に伴う等、保育環境の改善が必要となる場合は、他の保育園

及び幼稚園との統廃合を基本とし、次の判断基準に基づき施設の存続のあり

方等の協議を進める。 

    ① 施設の老朽化に伴う改築や大規模改修等が早期に必要な場合 

    ② 入園児童数が、２年連続して年度初日において概ね３０人を下回り、

かつ３歳以上児が２０人を下回った場合。ただし、地理的条件や社会的

条件等を考慮し、この民営化の対象から除く場合がある。 

 

２ 市立八幡保育園の現状について 

⑴ 建物の状況 

建築年度 経過年数 総延床面積 構造 

昭和５０年 ４６年 ７９４.３８㎡ 鉄筋コンクリート造 

 

⑵ 年齢別入園児童数の推移     （各年４月１日現在）単位：人 

年齢 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４見込 

０歳児 １ ２ ２ ０ ０ １ 

１歳児 ７ ４ ３ ４ ４ ０ 

２歳児 ４ ８ ５ １ ４ ４ 

３歳児 ９ ３ ９ ５ １ ６ 

４歳児 ４ １０ ４ ７ ４ １ 

５歳児 ９ ４ ９ ３ ６ ４ 

計 ３４ ３１ ３２ ２０ １９ １６ 

 

⑶ 小学校区別入園児童数の推移   （各年４月１日現在）単位：人 

小学校区 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４見込 

放生津 ２５ ２４ ２６ １３ １６ １５ 

作道 ３ ４ １ ２ ０ ０ 

堀岡 ０ ０ １ ３ １ １ 

東明 ０ ２ ０ ０ １ ０ 
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小杉 ０ １ ３ ０ ０ ０ 

大島 ０ ０ １ ２ ０ ０ 

市外 ６ ０ ０ ０ １ ０ 

計 ３４ ３１ ３２ ２０ １９ １６ 

 

 ⑷ 放生津小学校区の行政区別年齢別人口の推移（０歳～５歳） 

                          （令和３年４月１日現在）単位：人 

地区 年度 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

放生津町 
Ｈ２９ ０ ０ ０ ０ ２ ３ ５ 

Ｒ３ ０ ２ ０ １ ０ １ ４ 

中央町 
Ｈ２９ １ ０ １ ０ ０ ４ ６ 

Ｒ３ １ ０ １ ０ ０ ０ ２ 

桜町 
Ｈ２９ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

Ｒ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

立町 
Ｈ２９ ３ ４ ２ ２ ０ ４ １５ 

Ｒ３ １ ２ ２ ２ ３ ７ １７ 

八幡町 

一丁目 

Ｈ２９ ０ ２ １ １ １ １ ６ 

Ｒ３ ０ １ １ １ ０ １ ４ 

八幡町 

二丁目 

Ｈ２９ ４ ４ １ ４ ３ ５ ２１ 

Ｒ３ ０ １ １ ０ ３ １ ６ 

八幡町 

三丁目 

Ｈ２９ ０ ４ １ ２ １ ３ １１ 

Ｒ３ ０ ０ １ １ ０ ４ ６ 

中新湊 
Ｈ２９ ２ ５ ３ ５ ４ ５ ２４ 

Ｒ３ １ ５ ４ ６ １ ４ ２１ 

二の丸町 
Ｈ２９ １ ４ ２ ２ ２ ４ １５ 

Ｒ３ ０ ２ ４ １ ２ ４ １３ 

越ノ潟町 
Ｈ２９ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

Ｒ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

緑町 
Ｈ２９ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

Ｒ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

海王町 
Ｈ２９ ２ ３ ３ ５ ３ ０ １６ 

Ｒ３ ３ ２ ２ １ １ １ １０ 

堀岡 
Ｈ２９ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

Ｒ３ １ ０ ０ ０ ０ ０ １ 

堀岡 

新明神 

Ｈ２９ ０ １ ０ ２ ０ １ ４ 

Ｒ３ ０ １ ０ ０ ０ １ ２ 

計 
Ｈ２９ １３ ２７ １４ ２３ １６ ３０ １２３ 

Ｒ３ ７ １６ １６ １３ １０ ２４ ８６ 
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３ 市立八幡保育園の今後のあり方について 

 ⑴ 現状と課題のまとめ 

  ① 施設について 

    園舎については、耐震基準は満たされているが、築４６年が経過し、屋根

仕上材の劣化や外壁等の剥がれなど施設の老朽化が進んでいる。（平成２７

年、外壁剥離改修工事実施） 

  ② 入園児童数について 

    児童数については、令和２年度、３年度において入園児童数（園全児童

数）が２０人を下回っており、子どもたちにとって望ましい環境づくりを検

討しなければならない状況となっている。 

 

 ⑵ 八幡保育園のあり方を検討するための地域部会の設置について 

   このようなことから、「市立保育園・幼稚園の民営化方針」の統廃合を含め

た民営化を検討する要件に該当するので、八幡保育園の今後のあり方につい

て、地域部会を設置し、検討する。 

 

 

 


